
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

償

還

期

限

利

率

六
年
以
下

年
一
分
八
厘
五
毛

六
年
を
超
え
七
年
以
下

年
一
分
九
厘

七
年
を
超
え
八
年
以
下

年
二
分

八
年
を
超
え
十
年
以
下

年
二
分
一
厘

十
年
を
超
え
十
二
年
以
下

年
二
分
二
厘

十
二
年
を
超
え
十
四
年
以
下

年
二
分
三
厘

十
四
年
を
超
え
十
七
年
以
下

年
二
分
四
厘

十
七
年
を
超
え
二
十
五
年
以

下

年
二
分
四
厘
五
毛

三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

償

還

期

限

利

率

六
年
以
下

年
一
分
三
厘

六
年
を
超
え
七
年
以
下

年
一
分
三
厘
五
毛

七
年
を
超
え
八
年
以
下

年
一
分
四
厘
五
毛

八
年
を
超
え
十
年
以
下

年
一
分
五
厘
五
毛

十
年
を
超
え
十
二
年
以
下

年
一
分
六
厘
五
毛

十
二
年
を
超
え
十
四
年
以
下

年
一
分
七
厘
五
毛

十
四
年
を
超
え
十
七
年
以
下

年
一
分
八
厘
五
毛

十
七
年
を
超
え
三
十
五
年
以

下

年
一
分
九
厘

平成˜ 年š月˜ 日 月曜日 第›œ›œ号官 報
四

発
行
方
法

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
国
債
の
募
集

の
取
扱
い
及
び
取
得
に
よ
る
発
行

五

発

行

額

額
面
金
額
で
三
百
億
円

う
ち
、
財
政
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
発
行
す
る
利
付
国
債
に

つ
い
て
は
、
額
面
金
額
で
十
九
億
八

千
七
百
五
万
円
、
平
成
十
八
年
度
に

お
け
る
財
政
運
営
の
た
め
の
公
債
の

発
行
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
す

る
利
付
国
債
に
つ
い
て
は
、
額
面
金

額
で
百
九
億
二
千
八
百
五
万
円
、
国

債
整
理
基
金
特
別
会
計
法
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
す
る
利

付
国
債
に
つ
い
て
は
、
額
面
金
額
で

四
十
五
億
九
千
五
百
九
十
万
円
、
同

法
第
五
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
発

行
す
る
利
付
国
債
に
つ
い
て
は
、
額

面
金
額
で
百
二
十
四
億
八
千
九
百
万

円

六

払
込
金
額

三
百
一
億
九
千
八
百
万
円

七

最
低
額
面
金

額

五
万
円

八

振
替
単
位

振
替
法
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

の
記
載
又
は
記
録
は
、
最
低
額
面
金

額
の
整
数
倍
の
金
額
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

九

発

行

日

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日

十

募
集
の
価
格

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
百
円
六
十
六

銭

十
一

利

率

年
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

十
二

初
期
利
子

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日
を
支
払
期

と
し
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た

金
額
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
支
払
期

が
銀
行
休
業
日
に
当
た
る
と
き
は
、

そ
の
翌
営
業
日
に
支
払
う
（
以
下
、

次
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
規
定

す
る
期
日
に
つ
い
て
同
じ
。）。

額
面
金
額
×

1•
7

100
×
１２

十
三

第
二
期
以

後
の
利
子

毎
年
三
月
二
十
日
及
び
九
月
二
十
日

を
支
払
期
と
し
、
各
支
払
期
に
お
い

て
、
そ
の
日
以
前
六
月
間
に
属
す
る

利
子
を
支
払
う
。

十
四

償
還
期
限

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
日

十
五

償
還
金
額

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
百
円

十
六

元
利
金
支

払
場
所

日
本
銀
行

十
七

募
集
期
間

平
成
十
九
年
三
月
六
日
か
ら
平
成
十

九
年
三
月
十
四
日
ま
で

十
八

払
込
期
日

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日

〇
財

務

省

農
林
水
産
省
告
示
第
五
号

農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百

五
十
五
号
）
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
四
月
二
十
七
日
財

務

省

農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
六
号

（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
項
の
主
務
大
臣
の
定
め
る
利
率
を
定
め
る
等
の

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

附

則

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
農
林
漁
業
金
融
公
庫
が
締
結
し

た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
金
に
つ
い
て
の
貸
付
け
の
利
率

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）別
表
二
の
付
表
第
三
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
二

十
号
（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
産
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、

バ
レ
ン
シ
ア
種
の
ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
及
び
レ
モ
ン
の

生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

五
の
^

の
ア
中
「
消
毒
す
る
」
を
「
消
毒
し
、
又
は
生

果
実
の
中
心
部
が
摂
氏
三
・
〇
度
と
な
っ
た
後
引
き
続
き

二
十
三
日
間
、
摂
氏
三
・
二
度
以
下
で
消
毒
す
る
」
に
改

め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一
^

保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
飯
田
市
千
代
一
七

八
一
の
一
六
二
、
一
七
八
一
の
一
六
三
、
南
信
濃
木

沢
五
、
下
伊
那
郡
売
木
村
四
一
九
の
五
七
五
か
ら
四

一
九
の
五
七
七
ま
で

_

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

]

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

^

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
^

保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
飯
田
市
上
村
七
〇

の
一
、
七
五
の
一
、
七
五
の
七
、
下
伊
那
郡
阿
南
町

字
和
合
一
九
七
、
四
九
九
、
七
七
三
、
泰
阜
村
六
一

一
五
の
一
、
六
一
一
六
の
六
、
六
一
一
七
の
一
、
六

一
一
七
の
二
、
六
一
一
七
の
一
三
、六
一
三
七
の
三
、

六
一
三
七
の
一
二
、
六
一
四
〇
の
一
、
六
一
四
三
の

二
、
豊
丘
村
大
字
河
野
五
三
八
一
の
一
、
七
二
二
九

の
三
〇
三

_

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

`

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

\

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に

よ
る
。

上
村
七
〇
の
一
、
七
五
の
一
、
七
五
の
七

]

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

伐
採
種
を
定
め
な
い
。

^

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立

木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢

以
上
の
も
の
と
す
る
。

_

間
伐
に
係
る
森
林
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期

間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
長

野
県
庁
並
び
に
飯
田
市
役
所
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
木
曽
郡
南
木
曽
町
吾

妻
四
四
九
二
の
三
か
ら
四
四
九
二
の
五
ま
で
、
四
四
九

二
の
八
か
ら
四
四
九
二
の
一
三
ま
で
、
四
四
九
二
の
一

八
、
四
四
九
二
の
一
九
、
四
四
九
二
の
二
六
、
四
四
九

二
の
二
八
、
四
四
九
二
の
三
七
か
ら
四
四
九
二
の
四
三

ま
で
、
四
四
九
二
の
四
五
、
四
四
九
二
の
四
七
、
四
四

九
二
の
五
二
、
四
四
九
三
の
一
、
四
五
三
〇
の
一
、
四

五
三
〇
の
四
、
四
五
三
一
の
一
、
四
五
三
一
の
二
、
四

五
三
一
の
四
、
四
五
三
一
の
九
、
四
五
三
一
の
一
三
、

四
五
三
一
の
一
四
、
四
五
九
〇
の
四
、四
五
九
〇
の
八
、

四
五
九
〇
の
一
四
、
四
六
〇
七
の
五
、
木
曽
町
新
開
五

〇
七
〇
の
イ
、
五
〇
七
〇
の
ロ
、
五
一
一
六
の
一
、
五

一
一
七
か
ら
五
一
二
〇
ま
で
、
五
一
二
一
の
一
か
ら
五

一
二
一
の
四
ま
で
、
五
一
二
六
、
五
一
二
七
の
一
、
五

一
二
七
の
二
、
五
一
二
八
の
三
、
五
一
三
一
、
五
一
三
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